
                       北九州市監査公表第３号  

                         令和７年２月２８日  

 

北九州市監査委員  中 西 満 信  

同         廣 瀨 隆 明  

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査を行ったの

で、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

 なお、この監査は、監査委員 中西 満信、同 廣瀨 隆明、同 村上 幸 

一（令和７年２月９日任期満了）、同 奥村 直樹（同前）により行った。 

 

１ 監査の対象 

（１）財政援助団体 

   今回の監査は、北九州市（以下「市」という。）が財政援助をしている

保健福祉局、環境局、都市ブランド創造局及び上下水道局所管団体のうち

、次の７団体を抽出し、令和５年度及び令和６年度（令和６年４月から同

年６月末日まで）に交付した補助金等に係る出納その他の事務の執行を対

象とした。 

 

（令和６年６月３０日現在、単位：千円） 

補助金等交付 

団体名称 
補助金等名称 

５年度 

交付額 

６年度 

交付額 
所管課 

社会福祉法人

北九州市社会

福祉協議会 

北九州市社会福祉

協議会事務運営補

助金（ただし、ボ

ランティア活動促

進事業費に限る） 

30,858 10,000 
保健福祉局地

域福祉推進課 

社会福祉法人

小倉新栄会 

北九州市軽費老人

ホーム（ケアハウ

ス）運営費補助金 

25,345 6,366 
保健福祉局介

護保険課 

株式会社北九

州パワー 

脱炭素社会の実現

に向けた「再エネ

１００％北九州モ

デル」推進補助金 

534,968 0 

環境局再生可

能エネルギー

導入推進課 

北九州市環境

衛生総連合会 

地域環境活動等支

援補助金 
103,500 0 

環境局業務課 
北九州市環境衛生

総連合会補助金 
22,000 8,000 



わっしょい百

万夏まつり振

興会 

わっしょい百万夏

まつり負担金 
46,700 18,000 

都市ブランド

創造局ＭＩＣ

Ｅ・エンター 

テインメント

課 

公益財団法人

北九州市スポ 

ーツ協会 

スポーツ・レクリ

エーション団体事

業補助金 

11,328 2,750 

都市ブランド

創造局スポー

ツ振興課 

北九州市海外

水ビジネス推 

進協議会 

北九州市海外水ビ

ジネス推進協議会

負担金 

32,119 0 
上下水道局海

外事業課 

  ※６年度交付額は、令和６年６月３０日現在の交付済額。 

 

（２）公の施設の指定管理者 

今回の監査は、市が公の施設の管理を行わせている保健福祉局、環境局

及び都市ブランド創造局所管の指定管理者のうち、次の７団体を抽出し、

令和５年度及び令和６年度（令和６年４月から同年６月末日まで）の公の

施設の管理に係る出納その他の事務の執行を対象とした。 

 

指定管理者名 施設名 指定期間 所管課 

社会福祉法人

北九州市社会

福祉協議会 

北九州市立福祉

会館 

平成 31 年 4 月 1 日～ 

令和 7 年 3 月 31 日 

保健福祉局地

域福祉推進課 

公益財団法人

北九州市身体

障害者福祉協

会 

北九州市立東部

障害者福祉会館 

平成 31 年 4 月 1 日～ 

令和 7 年 3 月 31 日 

保健福祉局障

害福祉企画課 

社会福祉法人

北九州市福祉

事業団 

北九州市立総合

療育センター 

令和 4 年 4 月 1 日～ 

令和 7 年 3 月 31 日 

保健福祉局障

害者支援課 

タカミヤ・里

山・エックス

共同事業体 

タカミヤ環境ミ

ュージアム（北

九州市環境ミュ

ージアム） 

平成 31 年 4 月 1 日～ 

令和 7 年 3 月 31 日 

環境局環境学

習課 

株式会社黒崎

コミュニティ

サービス 

黒崎ひびしんホ

ール（北九州市

立黒崎文化ホー

ル） 

平成 24 年 7 月 1 日～ 

令和 9 年 6 月 30 日 

都市ブランド

創造局文化企

画課 

北九州スポー

ツネットワー

ク共同事業体 

門司体育館等２

６スポーツ施設 

令和 2 年 4 月 1 日～ 

令和 7 年 3 月 31 日 

都市ブランド

創造局スポー

ツ振興課 



九州鉄道記念

館運営共同企

業体 

九州鉄道記念館  

（北九州市旧九

州鉄道本社） 

令和 5 年 4 月 1 日～ 

令和 8 年 3 月 31 日 

都市ブランド

創造局門司港

レトロ課 

 

２ 監査委員の除斥   

奥村直樹監査委員は、北九州市環境衛生総連合会の正会員を務めているた

め、この監査については、地方自治法第１９９条の２の規定により除斥とし

た。 

 

３ 監査の方法  

（１）財政援助団体 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに関係職員から

説明を聴取した。 

なお、この監査は、北九州市監査基準に準拠して行った。 

 

（２）公の施設の指定管理者 

監査に必要な資料の提出を求め、当該事務が適正に執行されているか等

を主眼に、抽出による関係書類等の調査を実施するとともに関係職員から

説明を聴取した。 

なお、この監査は、北九州市監査基準に準拠して行った。 

 

４ 監査の期間 

  令和６年７月５日から令和７年２月６日まで 

 

５ 監査の結果 

（１）財政援助団体 

監査に当たっては、補助金等がその目的に沿って適正に執行されている

か等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。  

                                 

（２）公の施設の指定管理者 

   監査に当たっては、条例及び協定に沿って適正な管理が行われているか

等に着目して実施した。 

監査の結果、出納その他の事務は、おおむね適正に処理されていた。 


